事　務　連　絡
平成２３年３月３１日

日中一時支援（日中短期入所）指定事業所実施法人　様

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課長

日中活動系サービスと日中短期入所の同一日利用について（通知）
　平素より障害保健福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

標記の件について、下記のとおり日中短期入所事業の制度運用について平成２３年４月１日より変更した点がございますので、ご連絡いたします。
　現行では、生活介護など日中活動系サービスと同一日に日中一時支援（日中短期入所）事業を利用することは本事業の対象とはしておりませんが、真にやむを得ない事由の場合（例としては、帰宅後介護者がいないためにあんしんサポートなどのヘルパーを使ったりする場合）において引き続き日中短期入所の利用を認めることとします。
今回の改正については、日中活動系サービスを利用した後の支援であり、介護者が就労から帰宅するまでの夕方の預かりの場を提供するのが目的であり、長時間の運用は想定していないため4時間以下のみの報酬単価の設定で行います。
　また、サービス利用計画に入浴のサービスが位置付けられている方（現時点では訪問入浴利用者や居宅介護にて入浴支援を受けているもの）について、当該加算の算定対象者とします。

（障害計画課自立支援係　担当　戸兵）
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